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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板に接続される複数の端子を並列に並べた状態で保持する樹脂製のハウジングと
、このハウジングのうち前記端子の並び方向である幅方向両端部に固定され、かつ前記回
路基板に実装される固定用金具とを備えた基板実装型コネクタにおいて、
　前記固定用金具に、当該コネクタに嵌合する相手側コネクタのハウジングに係合して両
コネクタを嵌合ロック状態に係止する係止部を備えた撓み片とこの撓み片が当接可能な当
接部分とが設けられており、
　前記撓み片は、前記両コネクタを互いに嵌合させるとこれに伴い相手側ハウジングに押
されて撓み変位し、両コネクタが完全な嵌合状態となると弾性復帰して前記係止部が相手
側コネクタのハウジングに係合するように形成され、
　前記当接部分は、前記撓み片に対向しかつ前記撓み片が撓み状態から復帰する際に当該
撓み片が当接するように形成されていることを特徴とする基板実装型コネクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載の基板実装型コネクタにおいて、
　前記当接部分およびこの当接部分に当接する撓み片の部位の少なくとも一方側に、他方
側に向って突出する突出部が設けられていることを特徴とする基板実装型コネクタ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、回路基板上に実装される基板実装型コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、雄型端子をディスクリート線の末端に装着し、複数の端子収納室を並列に備
えた雌型コネクタハウジングの各端子収納室に前記雄型端子を収納することにより雌型コ
ネクタを構成する一方、雌型端子を収納した雄型コネクタハウジングをプリント基板上に
実装することにより雄型コネクタ（基板実装型コネクタ）を構成し、これらコネクタを互
いに結合させることにより両端子を介してディスクリート線をプリント基板上の回路に電
気的に接続するようにしたコネクタが一般に知られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この種のコネクタにおいて、例えば車載用の各種電気機器に適用されるものでは省スペ
ース化の要請から小型化がより一層求められており、次のような問題が持ち上がっている
。
【０００４】
　通常、この種のコネクタでは、コネクタハウジングに係止部が一体形成され、これら係
止部同士を係合させることによりコネクタ同士を嵌合ロックするように構成されている。
ところが、ハウジングの小型化に伴い係止部を設ける位置やその大きさも制約を受けるに
至っており、成型金型との関係でコネクタハウジングの設計や製作が複雑になっている。
従って、コネクタの小型化を進める一方で、必要なロック強度を確保し得る係止部を適切
、かつ簡易に設けることが一つの課題となっている。
【０００５】
　また、コネクタ同士を嵌合させる場合、作業者は、通常、係止部が相手側コネクタのハ
ウジングに係合する際の感覚や音（ロックフィーリング）によりコネクタが嵌合状態とな
ったことを感知しており、コネクタの小型化に伴い係止部の小型化が進むと、コネクタ嵌
合時のロックフィーリングが低下してコネクタの嵌合完了状態を感知することが難しくな
り、作業性が悪くなるという問題もある。
【０００６】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであって、基板実装型コネクタにおいて、コ
ネクタの小型化を進める一方で、必要なロック強度を確保し得る係止部を適切、かつ簡易
に設けること、より好ましくはコネクタ嵌合時のロックフィーリングを良好に確保するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記のような課題を解決するために、本発明の請求項１に係る基板実装型コネクタは、
回路基板に接続される複数の端子を並列に並べた状態で保持する樹脂製のハウジングと、
このハウジングのうち前記端子の並び方向である幅方向両端部に固定され、かつ前記回路
基板に実装される固定用金具とを備えた基板実装型コネクタにおいて、前記固定用金具に
、当該コネクタに嵌合する相手側コネクタのハウジングに係合して両コネクタを嵌合ロッ
ク状態に係止する係止部を備えた撓み片とこの撓み片が当接可能な当接部分とが設けられ
ており、前記撓み片は、前記両コネクタを互いに嵌合させるとこれに伴い相手側ハウジン
グに押されて撓み変位し、両コネクタが完全な嵌合状態となると弾性復帰して前記係止部
が相手側コネクタのハウジングに係合するように形成され、前記当接部分は、前記撓み片
に対向しかつ前記撓み片が撓み状態から復帰する際に当該撓み片が当接するように形成さ
れているものである。
 
【０００８】
　このように、相手側コネクタに対する嵌合ロック用の係止部を固定用金具に設けた基板
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実装型コネクタの構成によると、ハウジング自体に係止部を設ける必要がなくなり、その
分ハウジングの設計製作が容易になり、結果的に係止部を簡易に設けることが可能となる
。特に、係止部が金属から構成されて強度的に有利なため、係止部の変形等を有効に防止
することができ、その結果、ロック強度も良好に確保することができるようになる。また
、撓み片が撓み状態から復帰する際に当該撓み片がハウジング等に当接して生じる音や振
動（衝突感）によってハウジング同士が完全な嵌合状態となったことを感知できるように
なるため（つまり、ロックフィーリングが向上するため）、コネクタ同士の嵌合作業を適
切、かつ速やかに行うことが可能となる。さらに、コネクタ嵌合時に金属同士が衝突して
大きな金属音が発生するので、ロックフィーリングを効果的に向上させることができる。
 
【００１６】
　なお、上記の構成において、前記当接部分およびこの当接部分に当接する撓み片の部位
の少なくとも一方側に、他方側に向って突出する突出部を設けるようにすれば（請求項２
）、例えば平坦面同士を当接させる場合に比べてよりクリアーな衝突音を発生させること
が可能となるため効果的となる。
 
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る基板実装型コネクタによると、相手側コネクタに対する係止部を固定用金
具に設けるようにしたので、ハウジング自体に係止部を設ける従来構成に比べると、必要
なロック強度を確保し得る係止部を適切、かつ簡易に設けることができる。
 
【００２０】
　特に、ハウジング同士が完全な嵌合状態となったことを撓み片の弾性復帰に伴う音や振
動（衝突感）に基づいて感知できるためロックフィーリングが良好となる。従って、コネ
クタの小型化を図る一方で、コネクタの嵌合作業性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２２】
　図１は、ディスクリート線を回路基板に対して電気的に接続するためのコネクタ構成を
示す斜視概略図であり、端子等を一部引き出した状態で示している。
【００２３】
　この図において、Ｃ２は本発明に係る基板実装型コネクタからなる基板側コネクタで、
回路基板Ｐの表面に実装された状態で固定されている。また、Ｃ１は配線材側コネクタで
、前記基板側コネクタＣ２に結合されることによりディスクリート線３を回路基板Ｐに接
続するように構成されている。
【００２４】
　基板側コネクタＣ２は、配線材側コネクタＣ１の嵌合用凹部１０ａを具備した幅方向に
細長のコネクタハウジング１０（以下、ハウジング１０と略す）を有している。
【００２５】
　このハウジング１０には、図２および図３に示すように、多数の端子収納室１３が幅方
向（図２では左右方向）に並列に、かつ上下２段に形成されている。同図に示すように、
上下の端子収納室１３は互いに半ピッチずれた状態で交互に設けられており、これによっ
てハウジング全体として端子収納室１３が千鳥状の配列となっている。
【００２６】
　各端子収納室１３には端子１２がそれぞれ収納されている。端子１２は、上下に撓み変
位可能な接続用撓み片１４ａとその下側の支持部１４ｂとからなるフォーク状（コ字型）
の接続部分をその前側（図３では左端）に有する一方、後側に脚部１４ｃを備えた雌型の
端子で、端子収納室１３に対してハウジング１０の後側から差し込まれることにより収納
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されており、さらに脚部１４ｃが回路基板Ｐの固定用ランドに半田付けされることにより
基板上回路（パターン）にそれぞれ電気的に接続されている。なお、上下２段の端子収納
室１３のうち上段に収納される端子１２は下段に収納されるものよりも脚部１４ｃが上下
に長く形成され、これにより回路基板Ｐへの半田付けが可能となっている。
【００２７】
　ハウジング１０の幅方向両端部分には、さらに基板側コネクタＣ２（ハウジング１０）
を回路基板Ｐに固定するための固定用金具１５Ａ，１５Ｂが挿着されている。
【００２８】
　これらの固定用金具１５Ａ，１５Ｂは、図１、図２および図４（固定用金具１５Ａのみ
図示）に示すように脚部１６を有しており、これら脚部１６が回路基板Ｐに半田付けされ
ることにより回路基板Ｐに対してハウジング１０が固定されている。
【００２９】
　各固定用金具１５Ａ，１５Ｂには、フック１７ａ（係止部）を前端に具備し、かつハウ
ジング１０（嵌合用凹部１０ａ）内でその幅方向に撓み変位可能な係止片１７（撓み片；
図４参照）がそれぞれ一体に形成されており、コネクタ嵌合時にはこの係止片１７が配線
材側コネクタＣ１の後記ハウジング２０に係合することによって両コネクタを嵌合状態に
ロックするように構成されている。つまり、これら固定用金具１５Ａ，１５Ｂがコネクタ
のロック機能を兼ね備えた構成となっている。
【００３０】
　なお、固定用金具１５Ａ，１５Ｂの各係止片１７は、図２に示すように上下にオフセッ
トされている。これはハウジング１０内に各固定用金具１５Ａ，１５Ｂをコンパクトに収
めるための工夫であり、これにより後述するように基板側コネクタＣ２の幅方向の省スペ
ース化が達成されている。
【００３１】
　一方、配線材側コネクタＣ１は、図１および図５に示すように幅方向に細長のコネクタ
ハウジング２０（以下、ハウジング２０と略す）を有している。このハウジング２０には
、複数の端子収納室２２が幅方向に並列に、かつ上下二段に設けられており、ディスクリ
ート線３の先端に装着された端子５が各端子収納室２２に収納されている。
【００３２】
　端子収納室２２は、上下のものが幅方向に半ピッチずれた状態で交互に設けられており
、これにより基板側コネクタＣ２の前記ハウジング１０と同様にハウジング全体として端
子収納室２２が千鳥状の配列となっている。
【００３３】
　ハウジング２０の前側、すなわちコネクタ接続方向の前端面には、上下の端子収納室２
２の並びに対応して一対の舌片状の端子支持部２４が突設されている。
【００３４】
　これらの端子支持部２４は、各端子収納室２２に収納される端子５の後記接触片５ｂを
支持するもので、各端子支持部２４の上面側には、図５および図６に示すようにそれぞれ
上向きに開き、かつ端子収納室２２内と連通する複数の支持溝２６が幅方向に並設されて
いる。また、各支持溝２６の前端壁２６ａには、端子５の接触片５ｂの浮き上がりを防止
するための突起２７が後向き（図６では左向き）に突設されている。
【００３５】
　ディスクリート線３は、例えば撚線の外周に被覆（絶縁層）が形成された単線で、上述
のようにその先端には端子５が装着されている。
【００３６】
　端子５は、図７（ａ）に示すように、ディスクリート線３を保持するための電線保持部
５ａとその先端側に設けられるタブ状の接触片５ｂとを備えた雄型端子である。
【００３７】
　電線保持部５ａには、端子５の底板３０の両側に立ち上がる一対のワイヤーバレル３２
と一対のインシュレーションバレル３４とが前後に並べて設けられている。
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【００３８】
　接触片５ｂは、前記底板３０に連続して前後方向に延びる連結部３７と、その両側から
立ち上がって前記各バレル３２，３４にそれぞれ並ぶ前後方向に細長の互いに平行な一対
の単位接触片３６ａ，３６ｂとを備えた断面コ字型の形状に形成されている。また、各単
位接触片３６ａ，３６ｂの外側であって、その基端部には端子５を前記ハウジング２０に
係止するためのフック３８が一体形成されている。
【００３９】
　ディスクリート線３への端子５の装着は、同図に示すようにディスクリート線３の末端
部分において被覆が除去されることにより導体３ａが外部露出され、この導体３ａの部分
に対してワイヤーバレル３２が、その後側の被覆部分にインシュレーションバレル３４が
それぞれ圧着されることにより行われている。ここで、ワイヤーバレル３２については、
導通性能および保持力を確保するためにワイヤーバレル３２の先端が導体３ａに食い込む
ように強固に圧着されている（加締られている）。一方、インシュレーションバレル３４
は、その先端同士が向かい合うように被覆部分の外側からディスクリート線３を抱え込ま
せ、その圧着部分が扁平になるように圧着されている。具体的には、図８（ａ）に示すよ
うに、クリンプハイトｈ（圧着成型高さ）よりもクリンプワイドｗ（圧着成型幅）が十分
に大きくなり、かつクリンプハイトｈがディスクリート線３の直径ｄ（図８（ｂ）参照）
よりも小さくなるようにディスクリート線３に対してインシュレーションバレル３４が圧
着されている。これによりディスクリート線３を含む電線保持部５ａの全体が扁平にされ
ている。
【００４０】
　そして、このようにディスクリート線３の先端に装着された端子５が各端子収納室２２
に収納されている。端子収納室２２への端子５の収納は、図７（ｂ）に示すように端子５
を横向き、すなわち図１および図６に示すようにインシュレーションバレル３４のクリン
プハイトｈの方向が端子収納室２２の並び方向（幅方向）に向くように端子５を横向きに
し、この状態で端子５をハウジング２０の後方から端子収納室２２に挿入することにより
行われている。詳細には、端子５を端子収納室２２に挿入しつつその先端（接触片５ｂ）
を端子収納室２２から前方に突出させて端子支持部２４の支持溝２６に介挿し、さらに接
触片５ｂの先端が支持溝２６の前端壁２６ａに当接する位置まで端子５をハウジング２０
に対して差込む。このようにすると、図６（ｂ）に示すように、支持溝２６の前端壁２６
ａに形成された突起２７が接触片５ｂの両単位接触片３６ａ，３６ｂの間に挿入されると
ともに、各単位接触片３６ａ，３６ｂに形成されたフック３８が端子収納室２２の出口（
前方側開口）縁部に係合する。これによって端子５のうち接触片５ｂが外部露出され、か
つ突起２７により接触片５ｂの先端が上下方向に拘束された状態で、端子５がディスクリ
ート線３と共にハウジング２０に収納、保持される。
【００４１】
　なお、このハウジング２０の端子収納室２２は、ほぼ上下、左右が対称な断面形状とな
っており、端子５が左右何れの向き、つまり端子５におけるディスクリート線３の保持面
側が端子収納室２２（支持溝２６）の並び方向の一方側又は他方側（図９、図１０では左
側又は右側））の何れを向いた状態でも端子５を挿着し得るようになっている。また、端
子支持部２４も、同図に示すように、端子収納室２２に対して端子５が上記の何れの向き
で挿入された場合でも接触片５ｂの上下方向の変位を適切に拘束して、単位接触片３６ａ
，３６ｂのうち上側に位置するもの高さ位置を一定に保ち得るように突起２７等が形成さ
れている。つまり、これによって何れの向きで端子５が挿着された場合でも、単位接触片
３６ａ，３６ｂの何れか一方に対して相手側の端子１２が確実に接触し得るようになって
いる。
【００４２】
　なお、ハウジング２０の幅方向両端には、図１および図５に示すようにその側面に、基
板側コネクタＣ２の前記係止片１７に対応する係止部２８が一体形成されている。
【００４３】
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　上記のようなコネクタＣ１、Ｃ２の構成において、両コネクタＣ１、Ｃ２を結合させて
ディスクリート線３を回路基板Ｐに接続するには、図１１（ａ），図１２（ａ）に示すよ
うに、配線材側コネクタＣ１を基板側コネクタＣ２の前記嵌合用凹部１０ａに対向させ、
配線材側コネクタＣ１の両端子支持部２４の部分をその先端側から嵌合用凹部１０ａに差
し込む。より詳しくは、基板側コネクタＣ２に収納された上下二段の端子１２のうち、上
段の端子１２の接続用撓み片１４ａと支持部１４ｂとの間に配線材側コネクタＣ１の上側
の端子支持部２４を、同じく下段の端子１２の接続用撓み片１４ａと支持部１４ｂとの間
に配線材側コネクタＣ１の下側の端子支持部２４を差し込みながら両コネクタＣ１，Ｃ２
のハウジング同士を嵌合させる。このようにすると、ハウジング２０が差し込まれるに伴
い基板側コネクタＣ２の前記係止片１７が撓むことにより外側に押し広げられ、両コネク
タＣ１，Ｃ２が完全な嵌合状態となると、図１２（ｂ）に示すように係止片１７が撓み状
態から弾性復帰してフック１７ａがハウジング２０の係止部２８に係合し、その結果、両
コネクタＣ１，Ｃ２が嵌合状態にロックされる。そして、このようにコネクタＣ１，Ｃ２
が完全な嵌合状態となると、図１１（ｂ）に示すように、各ディスクリート線３に装着さ
れた端子５の接触片５ｂに対して相手側端子１２の接続用撓み片１４ａがそれぞれ接触し
、正確には単位接触片３６ａ，３６ｂのうち上側に位置する単位接触片３６ａ（又は３６
ｂ）に対して相手側端子１２の接続用撓み片１４ａがそれぞれ接触し、この接触により、
各ディスクリート線３がそれぞれ対応する相手側端子１２を介して回路基板Ｐの回路に接
続されることとなる。
【００４４】
　以上のようなコネクタによると、基板側コネクタＣ２に関して上記のように固定用金具
１５Ａ，１５Ｂにフック１７ａを設け、このフック１７ａを相手側コネクタＣ２のハウジ
ング２０に係合させることによりコネクタＣ１，Ｃ２を嵌合状態にロックするように構成
しているので、すなわち固定用金具１５Ａ，１５Ｂにコネクタのロック機能を持たせた構
成となっているので、基板側コネクタＣ２のハウジング１０自体に嵌合ロック用の係止部
を設ける必要が無い。そのため、ハウジング自体に係止部を設ける従来のこの種のコネク
タのように成型金型との関係でハウジングの設計や製作が複雑になることがなく、従って
、コネクタ全体としての小型化を図る一方で、従来に比べて嵌合ロック用のフック１７ａ
を簡易に設けることが可能となる。しかも、フック１７ａが金属から形成されて強度的に
有利な構成となるため、フック１７ａの変形等の発生を有効に防止することができ、その
結果、両コネクタＣ１，Ｃ２のロック強度を適切に確保することができる。
【００４５】
　また、固定用金具１５Ａ，１５Ｂに設けられた幅方向に撓み変位可能な係止片１７（撓
み片）にフック１７ａが一体に形成されており、コネクタ嵌合時には、係止片１７が配線
材側コネクタＣ１（ハウジング２０）の基板側コネクタＣ２（ハウジング１０）への差込
みに伴い外側に撓み（図１２（ｂ）の二点鎖線参照）、両ハウジング１０，２０が完全な
嵌合状態となると弾性復帰してフック１７ａが相手側ハウジング２０に係合するように構
成されているため、コネクタＣ１，Ｃ２の嵌合作業性が向上するという効果もある。つま
り、ハウジング１０，２０同士が完全な嵌合状態となって係止片１７が撓み状態から復帰
する際には、当該係止片１７がハウジング２０側面を叩く（衝突する）こととなるため、
作業者はその感覚を衝突音、あるいは振動（衝突感）により感知することができる。特に
、係止片１７が金属からなり弾発力が強く、上記の振動や衝突音は大きいものとなるため
、作業者は両ハウジング１０，２０が完全な嵌合状態になったこと、すなわちロックフィ
ーリングを良好に得ることができ、その結果、コネクタＣ１，Ｃ２の嵌合作業を適切、か
つ速やかに行うことができるようになる。
【００４６】
　また、上記の基板側コネクタＣ２では、固定用金具１５Ａ，１５Ｂにそれぞれ係止片１
７を設け、これら係止片１７を配線材側コネクタＣ１のハウジング２０に係合させるよう
に構成しているが、当実施形態では、図２に示すように各係止片１７が上下にオフセット
されている結果、基板側コネクタＣ２の小型化が達成されるという効果もある。
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【００４７】
　詳しく説明すると、この基板側コネクタＣ２では、同図に示すように上段の端子収納室
１３の並びが下段の端子収納室１３の並びに対して左側に半ピッチずれた配列となってお
り、このずれに応じて左側の固定用金具１５Ａでは下段の端子収納室１３の並びに係止片
１７を設ける一方、右側の固定用金具１５Ｂでは上段の端子収納室１３の並びに係止片１
７を設けた構成となっている。換言すれば、上下各段の並びの最端に位置する端子１２の
うち、ハウジング１０の幅方向（左右）中央寄りに配設される端子１２に係止片１７が並
ぶように各固定用金具１５Ａ，１５Ｂに係止片１７が設けられている。つまり、上下各段
の端子収納室１３が左右方向ずれている結果、上段の端子収納室１３の並びではハウジン
グ１０の右方端部に、下段の端子収納室１３の並びではハウジング１０の左方端部にそれ
ぞれデッドスペースができる。そこで、この配線材側コネクタＣ１では、このデッドスペ
ースに係止片１７が位置するように各固定用金具１５Ａ，１５Ｂに係止片１７を設けるこ
とによって、係止片１７の撓み代を十分に確保しつつ両固定用金具１５Ａ，１５Ｂをハウ
ジング１０内にコンパクトに収納している。従って、この点で基板側コネクタＣ２の小型
化が達成されるという効果もある。
【００４８】
　なお、上記実施形態のコネクタＣ１，Ｃ２によると、さらに次ぎのような特徴もある。
【００４９】
　すなわち、配線材側コネクタＣ１における端子５の保持構造に関し、上記のようにイン
シュレーションバレル３４のクリンプハイトｈがクリンプワイドｗよりも小さい（ディス
クリート線３の直径ｄよりも小さい）扁平状態となるように端子５をディスクリート線３
に装着し、さらにインシュレーションバレル３４のクリンプハイトｈが端子収納室２２の
並び方向に向くように端子５を横向きにした状態でハウジング２０に収納するように構成
しているので、換言すればインシュレーションバレル３４のクリンプハイトｈの方向に端
子５を並べた状態でハウジング２０に対して該端子５を収納するように配線材側コネクタ
Ｃ１を構成しているので、端子５の配列を効果的に狭ピッチ化することができ、その結果
、複雑な端子構造を採ることなくフラット配線材６の導体６ａと等ピッチで端子５をハウ
ジング２０に収納できる。すなわち、従来では、端子のインシュレーションバレルはディ
スクリート線の断面形状をほぼ維持しつつその被覆外側から抱え込むように圧着されてお
り、そのため端子間ピッチの設定に際してはインシュレーションバレルのクリンプワイド
による制約を受け易く狭ピッチ化が難しい。これに対して、上記のように配線材側コネク
タＣ１の構成によると、インシュレーションバレル３４のクリンプハイトｈの方向に端子
５を並べるため端子間ピッチの設定に際してクリンプワイドｗによる制約を受けることが
なく、しかも、クリンプハイトｈがクリンプワイドｗよりも小さくなる扁平な状態でディ
スクリート線３に対してインシュレーションバレル３４が圧着されているため、端子配列
方向の占有スペースが効果的に縮小され、その結果、端子配列の狭ピッチ化が達成される
。従って、複雑な端子構造を採ることなく端子５をフラット配線材６の導体６ａと等ピッ
チで配列した状態でハウジング２０内に収納できる。
【００５０】
　ところで、以上説明したコネクタの上記基板側コネクタＣ２は、本発明に係る基板実装
型コネクタの実施形態の一例であって、その具体的な構成は本発明の要旨を逸脱しない範
囲で適宜変更可能である。例えば、コネクタＣ１，Ｃ２を嵌合ロックする構造として以下
に図１３～図１７を用いて説明する第１、第２変形例のような構成を採用することもでき
る。なお、これらの変形例も基本的な構成は実施形態のものと共通するため、共通する部
分については同一符号を付してその説明を省略し、相違点についてのみ詳細に説明するこ
ととする。
【００５１】
　〈　第１変形例　〉
　図１３は、固定用金具１５Ａ，１５Ｂ（一方側の固定用金具１５Ａのみ図示）を示す図
で、図１４は配線材側コネクタＣ１および基板側コネクタＣ２の要部断面図である。
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【００５２】
　これら図１３，図１４に示すように、第１変形例の固定用金具１５Ａには、ハウジング
１０（嵌合用凹部１０ａ）内において係止片１７よりも内側、つまり端子１２に近い側（
図１４では右側）にこの係止片１７と平行に並ぶ当接板１８（当接部分）が設けられてい
る。
【００５３】
　この当接板１８には切欠部分１８ａが形成されており、係止片１７の前記フック１７ａ
の先端部分がこの切欠部分１８ａから突出して嵌合用凹部１０ａ内に臨んでいる。
【００５４】
　係止片１７の先端部分（図１４では下端部分）とこれに対応する当接板１８の部分には
、エンボス加工が施されることにより互いに相手側に向って突出する部分（以下、エンボ
ス部１７ｂ，１８ｂという）が形成されており、これらエンボス部１７ｂ，１８ｂ（突出
部）が係止片１７の撓み方向に互いに当接するようになっている。
【００５５】
　このような第１変形例の構成によると、図１４に示すように、配線材側コネクタＣ１を
基板側コネクタＣ２の前記嵌合用凹部１０ａに対向させ、配線材側コネクタＣ１の両端子
支持部２４の部分をその先端側から嵌合用凹部１０ａに差し込むと、図１５（ａ）に示す
ように、ハウジング２０が差し込まれるに伴いその係止部２８により基板側コネクタＣ２
の係止片１７が外側に押し広げられる。そして、両コネクタＣ１，Ｃ２が完全な嵌合状態
となると、図１５（ｂ）に示すように係止片１７が撓み状態から弾性復帰してフック１７
ａがハウジング２０の係止部２８に係合し、その結果、両コネクタＣ１，Ｃ２が嵌合状態
にロックされることとなる。この際、この第１変形例では、係止片１７が撓み状態から復
帰するときに、金属同士（係止片１７，当接板１８）が衝突し、しかもその衝突部分には
エンボス加工（エンボス部１７ｂ，１８ｂ）が施されていることによりクリアーな衝突音
が発生することとなる。そのため、係止片１７をハウジング２０に衝突させる上記実施形
態の構成に比べるとより良好なロックフィーリングを得ることが可能となり、その結果、
コネクタの嵌合作業性をより一層向上させることができるという効果がある。
【００５６】
　この構成では、係止片１７および当接板１８の互いの当接部位にそれぞれエンボス部（
１７ｂ，１８ｂ）を設けているが、何れか一方側にのみエンボス部を設けるようにしても
よい。また、係止片１７と当接板１８とを互いに平面同士で衝突させるとが可能で、かつ
この衝突により十分なロックフィーリング（音や振動）を得ることができる場合には、エ
ンボス部を省略して固定用金具１５Ａ，１５Ｂの構成を簡略化しても構わない。
【００５７】
　なお、図１３～図１５では、基板側コネクタＣ２のハウジング１０内に収容される固定
用金具１５Ａ，１５Ｂのうち一方側（固定用金具１５Ａ）のみ図示しているが、他方側（
固定用金具１５Ｂ）も同様の構成となっている。
【００５８】
　〈　第２変形例　〉
　図１６，図１７は、第２変形例に係る配線材側コネクタＣ１および基板側コネクタＣ２
の要部、具体的にはコネクタＣ１，Ｃ２を嵌合ロックする部分の構成を示しており、図１
６は当該部分を斜視図で模式的に示しており、また図１７は、当該部分を断面図で示して
いる。
【００５９】
　これらの図に示す第２変形例では、基板側コネクタＣ２における固定用金具１５Ａの係
止片１７がハウジング１０（嵌合用凹部１０ａ）内において上下方向に撓み可能に設けら
れており、コネクタＣ１，Ｃ２の未結合状態では、係止片１７の先端上面部分がハウジン
グ１０（嵌合用凹部１０ａ）内に形成された当たり１０ｂ（当接部分）に当接するように
構成されている。
【００６０】
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　一方、配線材側コネクタＣ１は、ハウジング２０の前記係止部２８（被係止部）が同図
に示すような三角柱状に形成されている。詳しくは、ハウジング２０の幅方向外側に突出
し、かつその下面にコネクタ接続方向前側から後側（図１７では右側から左側）に向って
先下がりに傾斜する案内面２８ａを備えた三角柱状に形成されている。
【００６１】
　このような構成において、配線材側コネクタＣ１を基板側コネクタＣ２の前記嵌合用凹
部１０ａに対向させ、配線材側コネクタＣ１を嵌合用凹部１０ａに差し込むと、この差込
みに伴い、係止部２８の案内面２８ａに沿って基板側コネクタＣ２の係止片１７（フック
１７ａ）が押し下げられて図１７中に矢印で示すように下方に撓み、両コネクタＣ１，Ｃ
２が完全な嵌合状態となると、同図中に二点鎖線に示すように係止部２８がフック１７ａ
の部分を通過して係止片１７が撓み状態から復帰し、その結果、フック１７ａがハウジン
グ２０の係止部２８に係合して両コネクタＣ１，Ｃ２が嵌合状態にロックされることとな
る。この際、この第２変形例では、係止片１７が撓み状態から復帰するときに係止片１７
がハウジング１０の前記当たり１０ｂに衝突して衝突音を発するとともに軽い振動が生じ
ることとなる。つまり、この第２変形例の構成においてもコネクタＣ１，Ｃ２が完全な嵌
合状態となったことをこの衝突音や振動に基づいて容易に感知することができる。従って
、作業者に対して効果的なロックフィーリングを与えることが可能となり、第１変形例と
同様にコネクタの嵌合作業性を向上させることができるという効果がある。特に、この第
２変形例の構成では、内外に嵌合するハウジング１０、２０のうち外側のハウジング１０
（当たり１０ｂ）に対して係止片１７が当接するため、音や振動（衝突感）をより作業者
が感じ易くなり、良好なロックフィーリングを与えることができるという特徴がある。
【００６２】
　なお、上記実施形態では、基板側コネクタＣ２の固定用金具１５Ａ，１５Ｂに撓み可能
な撓み片（係止片１７）を設け、これにフック１７ａを設けた構成となっているが、例え
ば固定用金具１５Ａ，１５Ｂにはフック１７ａのみを設ける一方、相手側コネクタ（配線
材側コネクタＣ１）に撓み片を設け、この撓み片に係止部２８を設けるように構成しても
よい。
【００６３】
　また、上述した実施形態では、ディスクリート線３を回路基板Ｐに接続する場合の基板
側コネクタＣ２の構成として本発明を適用しているが、勿論、平角導体を並設したフラッ
トケーブル、リボン電線、ＦＰＣ（Flexible  Printed  Circuit）等のフラット配線材を
回路基板Ｐに接続する場合の基板側コネクタの構成として本発明を適用することができる
ことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明が適用されるコネクタを示す斜視図（一部分解図）である。
【図２】基板側コネクタの断面図である。
【図３】基板側コネクタの断面図である（（ａ）は図２のＡ－Ａ線断面図で、（ｂ）は図
２のＢ－Ｂ線断面図である）。
【図４】基板側コネクタに挿着される固定用金具を示す斜視図である。
【図５】配線材側コネクタのハウジングを示す図である（（ａ）は正面図で、（ｂ）は（
ａ）のＣ－Ｃ線断面図である）。
【図６】配線材側コネクタのハウジングとこれに挿着される端子（ディスクリート線に装
着されたもの）を示した断面図である（（ａ）はハウジングに端子が挿着される前、（ｂ
）はハウジングに端子が挿着された状態を示している）。
【図７】ディスクリート線とその末端に装着される端子を示す斜視図である（（ａ）は装
着前、（ｂ）は装着後の状態である）。
【図８】（ａ）はディスクリート線に装着された端子のうちインシュレーションバレルの
圧着部分を示す断面模式図で、（ｂ）は端子装着前のディスクリート線を示す断面模式図
である。
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【図９】配線材側コネクタにおける端子支持部の縦断面図である。
【図１０】図９の要部拡大図である。
【図１１】基板側コネクタと配線材側コネクタとの接続過程を説明する縦断面図である（
（ａ）は接続前の状態、（ｂ）は接続完了状態をそれぞれ示している）。
【図１２】基板側コネクタと配線材側コネクタとの接続過程を説明する平断面図である（
（ａ）は接続前の状態、（ｂ）は接続完了状態をそれぞれ示している）。
【図１３】固定用金具の他の例を示す斜視図である。
【図１４】第１変形例に係る配線材側コネクタおよび基板側コネクタの要部（コネクタを
嵌合ロックする部分の構成）断面図である。
【図１５】配線材側コネクタおよび基板側コネクタの要部断面図である（（ａ）は接続の
過程を、（ｂ）は接続完了状態をそれぞれ示している）。
【図１６】第２変形例に係る配線材側コネクタおよび基板側コネクタの要部（コネクタを
嵌合ロックする部分の構成）を示す斜視模式図である。
【図１７】第２変形例に係る配線材側コネクタおよび基板側コネクタの要部断面図である
。
【符号の説明】
【００６５】
　Ｃ１　配線材側コネクタ
　Ｃ２　基板側コネクタ
　Ｐ　回路基板
　３　ディスクリート線
　５，１２　端子
　１０，２０　コネクタハウジング
　１５Ａ，１５Ｂ　固定用金具
　１７　係止片
　１７ａ　フック
　２８　係止部
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